
地方独立行政法人神奈川県立病院機構 令和４年度業務実績評価書 

参考資料 小項目評価（案） 新旧対照表 

第２回評価委員会 案（新） 第１回評価委員会 案（旧） 

Ｐ６ 小項目５ 

神奈川県評価の欄 

神奈川県評価 

評価点数 コメント 

Ｃ  令和３年 10月に発生した、医療事故にかか

る院内調査結果報告書によれば、術後管理等

において、こども医療センターに期待される

医療の提供が行われていたとは言い難い点が

指摘されていたこと、また、院内調査結果に

かかる家族に対する当事者目線の説明が不十

分であった点を勘案し、総合的に判断した結

果、年度計画を下回っており、改善の余地が

あるとして、Ｃ評価とした。 

 

※当該事案は、令和３年度に発生した事案で

はあるが、令和５年６月に院内調査結果報告

書が県に提出されたため、直近の評価（令和

５年度実施分）に反映することとした。 

 

 

 

 

Ｐ６ 小項目５ 

神奈川県評価の欄 

神奈川県評価 

評価点数 コメント 

Ｄ  令和３年 10月に発生した、医療事故にかか

る院内調査結果報告書によれば、術後管理等

において、質の高い医療の提供が行われてい

たとは言い難い点、また、原因究明と再発防

止のための調査を実施したが、これにかかる

家族に対する当事者目線の説明が不十分であ

った点を勘案し、総合的に判断した結果、大

幅な改善が必要であるとして、Ｄ評価とした。 

 

※当該事案は、令和３年度に発生した事案で

はあるが、令和５年６月に院内調査結果報告

書が県に提出されたため、直近の評価に反映

することとした。 

 

 

 

 

 

参考資料２ 



地方独立行政法人神奈川県立病院機構 令和４年度業務実績評価書 

参考資料 小項目評価（案） 新旧対照表 

Ｐ47 小項目 26 

神奈川県評価の欄 

神奈川県評価 

評価点数 コメント 

Ｃ  病院機構では、令和３年７月に、医療事故

等が発生した場合の、病院から機構本部、機

構本部から県への報告の基本的な考え方につ

いて定めていたが、令和３年 10 月に発生し

た、こども医療センターにおける医療事故の

院内調査委員会について、適時適切な報告が

無かった。 

また、当該医療事故を受けて、ＲＲＳ（院

内迅速対応システム）を令和４年９月から導

入し、一部、再発防止策を図ったが、夜間休

日の時間帯は、未稼働の状態である。 

加えて、他病院においてもアクシデントレ

ベル４の事案も確認されていることから、県

評価としては、年度計画を下回っており、医

療安全対策の改善の余地があるとして、Ｃ評

価とした。 

 

 

 

Ｐ47 小項目 26 

神奈川県評価の欄 

神奈川県評価 

評価点数 コメント 

Ｃ  令和３年 10月に発生した、こども医療セン

ターにおける医療事故を受けて、ＲＲＳ（院

内迅速対応システム）を令和４年９月から導

入し、一部、再発防止策を図ったが、夜間休

日の時間帯は、未稼働の状態であること、ま

た、アクシデントレベル４の事案も確認され

ていることから、県評価としては医療安全対

策の改善の余地があるとして、Ｃ評価とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地方独立行政法人神奈川県立病院機構 令和４年度業務実績評価書 

参考資料 小項目評価（案） 新旧対照表 

Ｐ64 小項目 34 

神奈川県評価の欄 

神奈川県評価 

評価点数 コメント 

Ｃ  令和３年 10月に発生した、こども医療セン

ターにおける医療事故については、発生後、

医療事故調査制度に基づき、院内調査委員会

を令和３年度中に設置し、調査を開始した。 

一方、病院機構では、令和３年７月に、医

療事故等が発生した場合の、病院から機構本

部、機構本部から県への報告の基本的な考え

方について定めていたが、当該事案について、

適時適切な報告が無かった。 

こうしたことから、より一層、内部統制に

取り組む必要があるため、県評価としては、

年度計画を下回っており改善の余地があると

判断し、Ｃ評価とした。 

 

 

 

 

 

Ｐ64 小項目 34 

神奈川県評価の欄 

神奈川県評価 

評価点数 コメント 

Ｃ  令和３年 10月に発生した、こども医療セン

ターにおける医療事故については、発生後、

医療事故調査制度に基づき、院内調査委員会

を令和３年度中に設置し、調査を開始した。 

一方、病院機構では、令和３年７月に、医

療事故等が発生した場合の、病院から機構本

部、機構本部から県への報告の基本的な考え

方について定めていたが、当該事案について、

適宜適切な報告が無かった。 

こうしたことから、より一層、内部統制に

取り組む必要があるため、県評価としては、

改善の余地があると判断し、Ｃ評価とした。 

 

 
 

 


